
事後評価結果  (令和  2年 度 )
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争栗
区分

街路事業
事 業

主体
長崎県事業名

都市計画逼呂各
平瀬町千尽町線

延長 2 37km起終点
白 :佐世保市平瀬町
至 :佐世保市千尽町

尽町線は、佐世保駅周辺において、国道35号及び西九州自動道と並ぶ中心市街地の主要

にあたつては、中央分離帯に西九州自動車道の高架橋橋脚を配置して、上下
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の 西 の イの とし ′い 地 の 通混雑慢性的な交 緩 でなく不日たJす 自九 州 動車道路線道 つ て整 ヽ備を行し 中 市街
の図化を てつ し る 本 敢 備路線― チ 保駅、や佐世 世保港を結ぷ佐 し、道路網を形成 機能施設の都市 連携強

で一体的な道路とすることで、都市内

の有効な空間利用を行っている。

佐世保市中心部の幹線道路である国道35号の慢性的な交通混雑の緩和と、西九州自動車道のインターチエンジヘ

接続し、佐世保駅や佐世保港とのアクセスを強化を図り、中心市街地の交流促進や連携強化を目的とする。
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事業遅延によるコスト増

不測の埋設物の対応に時間を要したため。

国道35号の交通量 :58,989台/日 (整備前(H10))→ 49,493台 /日 (整備後(H27))

当路線の交通量 :28,626台 /日 (整備前(H10))｀ 30,698台 /日 (整備後(H27))
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業
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佐世保港臨海部などの沿道の土地利用の促進 :複合商業施設「五番街」の出店
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特になし

当該工区は、国道35号の交通混雑の緩和、都市機能施設へのアクセス強化を目的としている。本事業の整備によ
り、国道もも号の炎起混雑の緩和が図られ、山九州自動車道の佐世保みなとインタ下チエンジ佐世保駅、佐世保港
などの都市機能施設及び中心市街地とのアクセス性が向上しており当面の改善措置の必要はない。
以上のように事業目的に見合った事業効果の発現が確認されているため、更なる事業評価の必要はない。

同種事業に係わる対応方針
(同 種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)

同種事業においては、関係機関と連携し適切な事業管理に努め、事業効果が早期に発言されるように早期完成に
努める。
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令和2年度 第 1回

長崎県公共事業評価監視委員会
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事業箇所
十,ヽ盛

大,i苛 1

大局

平瀬町干尽町線

街路事業 延長h哩.37km

道建-1 街路事業
都市計画道路
平瀬町千尽町線

事業主体 長崎県

事後評価
の理由

再評価実施
全体事業費10億円以上

事業完了後5年経過

1

刊.審議経過

審議経過 再評価の理由
I期 事業資

(億円)
B/C 備考

着工 完了

当初

(H輔規評価)

H9 H15 98.5
【工事相元要】

延長L=2.37km
幅員W=40m

第11回審議
(H19年度)

事業採択後
10年経過

H9 H24 109.1 2.04

【前回評価からの変更標汎要】
用地取得難航による工期延長
補償賣、工事内容の見直しによる事
業資増額

第2回審議
(H23年度)

再評価後
5年経過

H9 H26 128.フ 1.26

【前回評価からの変更概要】

不測の埋設物対応による工期延長
工事内容の見直しによる事業賣増額

第3回審議
(R2年度)

事業完了後
5年経過

H9 H27 144.0 1.08

【前回評価からの変更響元要】
不測の埋設物対応による工期延長
工事内容の見直しによる事業資増額
現場監督業務委託による事業資増額

2



2.目 白い事業概要田これまでの経緯

◆事業の目的

継tF雇程僕駅宅整経漂藍ご協拿房壱賀甜宕日,i交島岳結8籍評箕銚挺亀磐亀締 琴雪話どJ及
エンジヘ接

◆事業概要
都市計画道路平瀬町干尽貯線は、佐世保駅周辺において、国道35号及び西九州自動道と並ぶ中心市街地の主要な幹
線道路の一つとして整備を行い、中心市街地の慢性的な交通混雑の緩和だけでなく、西九州自動車道のインタ■
チェンジや佐世保駅、佐世保港を結ぶ道路網を形成し、都市機能施設の連携強化を図つている。本路線の整備にあ
たつては、中央分離帯に西九州自動車道の高架橋橋脚を配置して、上下で一体的な道路とすることで、都市内の有
効な空間利用を行っている。       |′

(都)平瀬町干尽町線 L=2,370m w=1310(400)m
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▼事業概要
延長 :2,370m

幅員 :40m
事業費 :144.0億円
事業期間 :平成9年度～平成27年度
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3.事業の効果の発現状況
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3.事業の効果の発現状況

5

3.事業の効果の発現状況 (国道35号の交通混雑の緩和 )

国道35号線の交通状況

●整備前(H10)    、

交通量 :58,989台/日

慢性的な交通混雑で問題となつていた国道35号の交通量が、都市計画道路平瀬町干尽町線

と西九州道を一体的に整備したことで約 160/Oが転換し、交通混雑の緩和が図られました。

中

●整1庸後(H27)     i

交通量 :49,403台 /日 (…9,496台/日 )
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3.事業の効果の発現状況 (他事業との連携による都市問題の解消 )

佐世保駅周辺再開発 (レインボ‐プロジェクト)による都市問題の解消

・佐世保駅周辺土地区画整理事業 "佐世保港ポートルネッサンス21計画
日佐世保駅周辺鉄道高架化事業  ・地域交流センター建設(アルカスsASEBO)
日西九州自動車道佐世保道路   口都市計画道路平瀬町千尽町線
・市街地再開発事業

平瀬町干尽町線周辺歩行者通行量 (休日)

平瀬町千尽町様
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中ざ市街地の定住人口推移
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佐世保市全体の人口は減少傾向であるものの、
中心市衛地の定住人口が約 200/0増加しました。

平成 25年、隣接する埋立地に大型商業施設「させば
五番街」がオープシ。歩行者通行量は、オープン前に
比ぺ約5倍に増加しました。

西九州自動車道
平瀬町千尽町線

地域交流センタニ建設

(ア ,レカスSASEBO) 佐世保駅周辺鉄道高架化事業
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4.費用対効果の算定の基礎となつた要因の変化

前回

再評価(H23)
今回

難 詔面(R2)
主な変更点

.

費用対効果 (B/C) 1.26 1.08

便益(B)
の

算定基礎

将来交通量 38,400台 3,′600台

推計年次 R12

コスト(C)
の

算定基礎

延長 L=2′ 370m

幅員 W=40m(4車線 )

事業資 128.フ億円 144,0億円 次スライ ドのとおり

工期 H9～ H26 H9～ H27 ′′

その他

9

現況交通量 27,419 34,833
利用状況

観測年次 H22 Rl

4.費用対効果の算定の基礎となつた要因の変化 (事業費の増 )

【費用対効果の算定 となつた要因の変化】

事業費の増
1287億円(前回)→ 144.0億円(今回)

/t露

(事業費増の主内容)

Э床掘及び埋設物の撤去 15.3億円 土質変更及び不測埋設

¬0



5.対応方針 (原案 )

O改善情Eの必要性
◆ 当該工区は、国蓮35号の交通混雑の緩和、都市機能施設へのアクセス強化を目的としていると

◆ 事業の整備により、国道35号の交通混雑の緩和が図られ、西九州自動車遺の佐世保みなとインター
チェンジや佐世保駅、佐世保港などの都市機能施設及び中心市街地とのアクセス性が向上しており
当面の改善措置の必要はない。

0今後の事後評価の必要性
◆ 事業目的に見合つた事業効果の発現が確認されており、更なる事後評価の必要はない。

0同種事業の計回・調査のあり方等
◆ 同種事業においては、関係機関と連携し適切な事業管理に努め、事業効果が早期に発現されるよう

早期完成に努める。

¬1

佐世保駅裏

佐世保港



事後評価結果 (令和 2年度 )

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「非表示」にすること。

,可 JI -1

担 当課 ,可 ,II課

担当課長名 里 巨弘

事業名
総合流域防災
二重川

事莱
区分

河川改修事業
零栗
主体

長崎県

起終点
口 OK000

760
延長 760rn

二__とこと___Eき三どヨ三」担担LEE三 _____二―――J
当河川は、河口地点OK000地 点からシジヤク川合流点OK76o地点までの760品の区間において、河

床掘削、護岸整備、橋梁架替等の河川改修を行うものである。

本事業は河口から永田橋上流にいたる間を現川沿いに河道掘削、護岸整備、橋梁架替を行い、洪水
に対し安全な河道を確保し、河ォIIの 氾濫を防止することを目的としている。
当河川はt昭和57年7月 の長崎大水害を契機に事業化されており、河川周辺において家屋及び耕作

地への浸水被害を受けた方が多く、地元から洪水氾灘被害に対する安全の確保が望まれていると

事

tと

J(;|こ

位置図

昂

工期
エ

H 27

事業費
再評価時点(H25)

最 | 冬 1

B/C
再評価時点(H25) 1.20 総便益●)36 億 円 総費用(C) 基準年度 H24年 度

事後評価時点 1116 総便益 (B) 円 総費用(C)44 基準年度 R 2年 度

事
業
目
的
に
関
す
る
諸
条
件

計画流量 120m3ノ/S 治水安全度
1/30

82 mm/″ hr

災吾琵互酷影響           |
①浸水戸数      :      57
②浸水面積      :       6
③重要な公共施設等  : 特になし

戸

ha
④災害時要援護者施設
⑤その他

幼稚園 1

回道202号、県道115号線

57 昭和60年  ④重要な公共施設等 不明
診療所 1戸数 186戸 昭和57年 7月 洪水 ⑤災害時要援護者施設

18 ha 昭琴日57年 7 の

約70%程度
1/10年確率前 の 当

事
業

の
効
果
等

駅

治水安全度の向上 概ね1/10(改 修前)→1/30(改修後)

河川改修後(平成27年度)以降、長崎観測所で計画時間雨量82mm/hrに相当する降雨が平成28年

6月 に2回 (82.5mm/hr、 81.5mm/hr)観測しているが、洪水被害は発生していない。

約60%の住民が河川改修の効果を感じている。



河口付近の住宅地のため、特に利水は行われていない。

動植物について、約1割の住民が減つたと回答しているものの、あまり変化を感じていない住民が半
数を超えており、河川改修による影響は最小限に抑えられていると考えられる。

水不ll

事
業

に
よ
る
環
境
変
化

度
は高いことがわかる。今後は、地域住民との連携を図り、
ば、よりふるさとの川としてふさわしい河川が形成されてし

ており、三重川に対する地元住民の関心

環境面を改善できる維持管理体制が整え
くヽものと考えられる。

住民が4割を超え

特に開発計画もなく、人口の変動も少ない。浸水想定範囲内め空き家が微増している。

当事業は、河川の氾濫防止を目的としている。河床掘削、護岸整備、橋梁架替等の事業が完了したこと
で流下能力が改善されており、当面の改善措置は必要ない。
事業目的に見合つた事業効果の発現が確認されており、更なる事後評価の必要はない。

(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 )

同種事業においては、適切な事業管理に努め、事業効果が早期に発現されるよう早期完成に努める。



令和 2年度 第 1回
長崎県

′ム`其事業評価監視委員会

事後評価対象事業

河

'H-1

総合流域防災事業
二重川

事業主体 長崎県

事後評価
の理由

再評価実施
全体事業費10億円以上

事業完了後5年経過

審議経過
再評価の

理 由

醐 事業資

隠 円)

B/C 概要

着工 完了

当初

第 1回審議

(Hlo年度)

事業採択後
10年経過

S57 H15 12.2 1.47
改修延長 L〓 760m
河道掘削、護岸整備、橋梁架替等

第 2回審議

(H15年度)

再評価後
5年経過

S57 H21 12.2 1.35
改修延長 L=760m
河道掘削、護岸整備、橋梁架替等

第 3回審議 :

(H20年度)

再評価後
5年経過

S57 H26 ■2.2 1.21
改修延長 L〓 760m
河道掘削、護岸整備、橋梁架替等

第4回審議
(苗25年度)

再評価後
5年経過

S57 H26 12.2 1.20
改修延長 L=760m
河道掘削、護岸整備、橋梁架替等

第5回審議

(R2年度)

事業完了後
5年経過

S57 H27 11.1 1.16
改修延長 L=760m
河道掘削、護岸整備、橋梁架替等



2.目 的・事業概要・これまでの経緯

◆目的

二重川の総合流域防災事業は、河日から永田橋
上流にいたる間を現川沿いに河道掘削,護岸整
備、橋梁架替を行いて洪水に対し安全な河道を確
保し、河川の氾濫を防止することを目的としている。

◆事業概要

◆事業経過

延長 760m

事業内容 掘削L護岸整備および橋梁架替

事業費 11,1億円

事業期間 昭和57年度～平成27年度

昭和57年度 事業化

昭和58年度 工事着手

平成11年度 流下能力が70%に達したため休止

平成24年度 工事再開

平成27年度 工事完成

3.事業の効果の発現状況

区間 改修前 改修後 断面図 ィ

Ok5004寸 剣丘

(右岸)

Ok6004サ 劃丘

(右岸)

◆ 流下能力の向上

O治水安全度の向上 1/10程度 (改修前)→ 1/30(改修後)

0河川改修後(平成27年度)以降、長崎地方気象台で計画時間雨量82mm/h∬ こ相当する降雨が平成28
年6月 に2回 (82.5m品/hr、 81.5mm/hr)観 測しているが、洪水被害は発生していない。



4.費用対効果の算定の基礎となつた要因の変化

項 目
前回

再評価(H251

今回 ,

事後評価(R2)
増減の主な理由

費用対効果(B/C) 生120 1.16 浸水家屋数の減少

便益(B)

の

算定基礎

年平均被害
軽減期待額

74.0百万円 -71.0百 万円 浸水家屋数の減少

残存価値 12.5百万円 12,3百万円

コスト(C)

の

算定基礎

延長 L=760m

事業費 12.2億円 11.1億円 事業完了時における事後補償実績の減少

工期 S57～ H26 S57～ H27 事後補償実施による遅延

5.アンケート調査・結果

二重川沿いの地域住民を対象に、アンケート調査を行つた結果、河床掘削E護岸の整備により

生活環境の改善が実感されていることがわかつた。     i

◆アンケニト調査          「

口河川沿いの地域住民に自治会を通じてアンケート調査を実施(令和1年 11月 ～12月 実施)

221人中158人回答、 回答率719る

◆アンケート結果  、:

O回答年代                O性 別  )

未記入

5,7%
30代 2●%

3.2%

8,2%

未記入

5.1%

W代以■

60～70代の回答が約7割

tlしイ主 |イ |″,I

男性約5割、女性約4割回答

1生 IⅢ 1 4,It箸

:賠a%|



5.アンケート調査・結果

水害に対して約40%の住民が被害
にあった。もしくは心配になつたと回
答。昭和57年頃(長崎大水害)が最
も多い。

0これまで家屋や田畑が水害にあったことがありますか。

がある 11.4%

・水害の心配がなくなつた
・川の流れがよくなつた
日川幅がひろくなつた

約60%の住民が河川改修に
効果を感じている。

1.被害がな未記入

5,1%
O河川改修工事の

効果を感じていますか。

,113%

3.効 果はな

い

5.アンケート調査・結果

魚などの動物が、増えたと感じる
より、減つたと感じている方が多
いものの、約550/6は変化を感じ
ていない、良く判らないと回答。

O河川改修事業により動物

に変化がありましたか。

IIや J

3,あまり変
わらない
716%

1,増えたと思う

3.2%

奉

“

入

F箱3%■

2,減つたと

思う 16.5%

植物が増えたと感じるより、
減ったと感している方が多いも
のの、約60%は変化を感じて
いない、良く判らないと回答。

1.増えたと思う 3.2%

まり変

O河川改修事業により植物

に変化がありましたか。

棗審入
23お拓

2.減ったと思う

10.8%

わらない

10.8%



5.アンケート調査・結果

利用する機会が増えた人よりも、
減つた人の方が多いものの1約
60%以上は変わらないと回答。

1.利用機会が増えた
1,3%

O二重川の利用について

変化がありましたか。

が減批
20,3%

二重川に対する地元住民の関心度
は高く、約40%以上が清掃活動をし
ている。もしくは興味があると回答。

0今後、清掃活動に参加してみたいですか。

′||||十 ■ I!

■ |:|イサ 1%

1,清掃活動をし
ている 13.3%

5.アンケート調査 E結果

◆アンケート結果まとめ

0治水

治水安全度の向上 1/10程度 (改修前)→ 1/30(改修後)

約60%の住民が「水害の心配が無(なつた」等、河川改修の効果を感じている。
「

0利水

河口付近の住宅地のためて特に利水は行われていない。

O環境

動植物について、約1割の住民が減づたと回答しているものの、あより変化を感じていない

住民が半数を超えており、河川改修による影響は最小限に抑えられていると考えられるЬ

O維持管理

清掃活動をしているもしくは興味がある住民が4割を超えており、二重川に対する地元住民

の関心度は高いことがわかる。今後は、地域住民との連携を図り、環境面を改善できる維

持管理体制が整えば、よりふるさとの川としてふさわしい河川が形成されていくものと考え

られる。



6.対応方針 (原案)

0改善措置の必要性

◆当事業は、河川の氾濫防止を目的としている。河床掘削、護岸整備、橋梁架瞥

等の事業が完了したことで流下能力が改善されており、当面の改善措置は必要

ない。                             ,

0今後の事後評価の必要性
｀

◆事業目的に見合つた事業効果の発現が確認されており、更なる事後評価の

1必要はない。

O同種事業の計画・調査のあり方等

◆同種事業においては、適切な事業管理に努め、事業効果が早期に発現され

るよう早期完成に努める。



事後評価結果 (令和 2年度 )

※水色のセル箇所を入力すること。
※他の課の「行」は、「,F表示」にすること。 担当課長名

事業名
大屋地区地すべり対策事業

畢栗
区分 P防・地すべり1量療長崎県

起終点 16.81ha

―リングエ 88本(い3,535m)横ボーリングエ 106本 (い2,835m)

杭打工 135本 (い2,015m)アンカーエ 460本(い■862印)法 面工 9,468m2

の

当地区は、大正10年に地すべりによる被害が発生しており、昭和37年に地すべり防止区域として
指定された。
その後、昭和47年7月 に九州全上を襲つた集中蒙雨によつて地すべり活動が活発化したが、昭和4

9年から事業を開始し、集水井・横ボーリングによる抑制工、及び、アンカーエ・杭打工による抑止工に
より対策を講した結果鎮静化し、平成27年に概成した。

大屋地区地すべり対策事業 平面図

融県い

工期
活 エ

冗 了

事業費
当 初

量 終 16.4

B/C
109 円 I総費用(C)41.41意 F I墨率 年度 H25年 度

事後評価時点 工
]I鴛資用(C)62.1億 F I基準 年度 R 2年 度

事
業

の
効
果
等

事業費の減額

:雫島爵室罵畏:翼岳配厳再巨テ覇頭列弱コ罰冒頭戸頭淋羊央からやや南よりにNE‐SW方向の1ヽさい谷力くあ
り、この谷で地すべり地は大きく三分され、北側は4,C及びFブロックに、南側はB,D,E及 びGプロック
があり、D及びEプロックはそれぞれ D― I,Ⅱ !Ⅲ ,Ⅳ,V,E工 I,Hプロックに細分されている。各ブロック

堺災レ酬辮製!瑚報解覇謎と石誰曇暮悉話宇罠写拓財樫懇∋乳芦旱能推
度に沈静化したと判断し地すべり対策工事を完了している。

・事業概成後、家屋や道路,耕作地等への地すべり被害は生しておらず、地下水位も計画水位ま
で低下している他、地すべり変動も沈静化していることから事業効果の発現が認められる。

畢
業

に
よ
る
環
境
変
化

地すべり対策事業に伴う環境への影響は特に認められない。

平成22年3月 31日 、旧町合併により佐世保市となつた6

事業概成後は地すべり被害は発生しておらず、事業効果が発現されているため今後の事後評価の必
要性、改善措置の必要性はない。

特に無し。

特記軍項                       |

特になし。



“

令不□2年度

長崎県公共事業評

第 1回
委員会

事後評価対象事業

til｀

施 工 箇 所

■ヽ 再 n

砂防-1 大屋地区地すべり対策事業

事業主体 長崎県

事後評価
の理由

再評価実施
全体事業費10億円以上

事業完了後5年経過

frr秘 1

審議経過 再評価の理由
工期 事業員

(億円)
B/C 概要

着工
'

完了

当初

(S48新規)
S48 H19 11.4 5.6

集水井1 5基
集水ボーリング 154本
杭打工 218本

第 1回審議

(H10)

事業開始後
10年経過

S48 H19 11.4 5.6 同上

第2回審議

(H15)

再評価後

5年経過
S48 H19 14.5

集水井工 6基
集水ボーリングエ 95本(L=4′ 115m)
横ボーリングエ 116本 (L=3′ 115m)
杭打工 218本 (L=2′975m)
アンカーエ 450本 (L=4683m)
法面工 10′239m2

第3回審議

(H20)

再評価後
5年経過

S48 H24 15.5 3.46

Cブロック抑制工追加
集水丼工 6基
集水ボーリングエ 96本 (L=4′ 150m)
横ボーリングエ 116本 (L=3′ 125m)
杭打工 204本(L=3′017m)
アンカーエ 455本 (L=4′600m)
法面工 12,654m2

第4回審議

(H25前回)

再評価後
5年経過

S48 H28 18,5 2.63

Cブロラク抑止工追加
集水井工 5基
集水ボエリングエ 75本(L■ 3′210m)
横ボーリングエ 120本 (L=3′ 185m)
抗打工 233本 (L± 3′703m)
アンカーエ 455本 (L=4′600m)
法面工  12′ 839m2

第5回審議

(R2今回)

事業完了後
5年経過

S48 H27 16.4 3.03

集水井工 5基
集水ボーリングエ 88本(L=3′535m)
横ボーリングエ 106本 (L=2′835m)
杭打工 135本 (L=2′015m)
アンカーエ 460本 (L=4′862m)
法面工  9′ 468m2 2



2.目 的 E事業概要・これまでの経緯

事業目的日経緯

当地区は、大正10年に地すべりによる被害が発生しており、昭和37年に地すべり防止区
域として指定された。
その後、昭和47年 7月 に九州全土を襲った集中豪雨によって地すべり活動が活発化した

が、昭和49年から事業を開始し、集水井・横ボーリングによる抑制工て及び、アンカーエロ杭
打工による抑止工により対策を講じた結果鎮静化し、平成27年に概成した。

<保全対象例>

集水丼工 5暴
集水ボーリングエ 88本 (L=3′ 535m)
横ボーリングエ 106本 (L=2′ 835m)
杭打工 235本(L=2,015m)
アンカーエ 460本(L=4′ 862m)
法面工  9′468m2

3

C2集水井

集水状況

市道上肥の浦日の里線

3.事業の効果の発現状況

H27

２５

２

・５

１

¨

（

ｍ

。

郷
　

。

（Ｅ
Ｅ
）Ｈ
ａ
黒
　
　
（Ｅ
Ｅ
）Ｈ
栄
盤

孔
内
水
位
観
測
状
況

孔
内
傾
斜
計
観
測
状
況

H20観測期間を通じてH=ね,7mで推移 ~~

対象ブロック 3下部

孔番号 C‐ BC-3

すべり面深度 lα70m

年度 褒動量mm/年 累計mm
H20 042 042

H21 042 α84

H22 04 124

H23 α52 176

Ч24 001 177

125 ‐0102 175

H26 0 175

H27 α16 191

H28

H29

H30

Rl

R2 012 203

孔内傾斜計深度別(d=lo 70m)変 動量(中 m)

抑制工実施
集水井2基

と牟言41日 日尋1躍 4口 魯414す 冨4

H20    H21    H22    H23    H24    H25    H26    H27    H28    H29    H30    Rl     R2

抑制工実施後は所定の深度における変動が沈静化している 4

H20

苗27降雨時に瞬岡的な水仕上昇がみられるが、その外では‖=4,0～‐S,Omで推移

―

― …



"一
、

未施エ

斗

当初の全体計画で計画していた地すべり対策工について、詳細な
現地調査や観測結果により、一部未施工で事業完了している。

5

5.事業実施による環境の変化

拡大無し

地すべりによつて外壁、舗装等にクラックが入つていたが、対策工を行つた結果、概成後5
年以上経過した現在でも、補修したクラックの再発は見受けられず、地すべり対策事業の
効果が発現されていることが見受けられる。   ′

6

H25

軌六籐じ

H25

査化無し 現在も、抑制工 (集水井工)からの

排水が続いており、安定して地下水

を排除し、地すべりを抑制できている。



6.社会経済情勢等の変化

年 月 日 主 な 経 緯
隆 雨 (mm

渾 締 雨 量

昭和47年7)ヨ

7月 10日 ～同12日 の集中殿雨により地すべ

り発生。 (rプロッタ付近西側斜面)

O県道の排水溝、擁壁が約20mに豆って亀

裂を生じて倒猿、また擁壁倒壊部に

沿うて道路の盛り上がり現能を生じるt

O県道上部の山稜部にt地層面と平行な
クラックが多数生じる̂

7月 7～ 14日

317.0

7月 12日

249 0

昭和49年
大屋 地区肉の海岸 I屎 に沿 う西斜面帯 に地

子べ りを,4^ rA R_Cプ ロッケイ、卜千Ⅲ

昭和52年6月

6月 中旬の豪雨により、急峻な山腹の一部
がすべり、民家の柱などにズレが生じ、
民家一戸が避難する事態が生じる。 (I
プロック西櫛1斜面】

6月 15～ 17日

94 0

6月 16日

47.0

昭和57年7月
Bプ ロック末端部急傾斜 面帯 において、栞
雨世争に日穂的寿層贈体うヽ】βオ _

7月 10～ 16日 7月 13日

160_0

昭和63年頃

Dフ ロック禾端部急傾斜 向■子において、崩

壊性 のすべ りが発生 し、各所で局所崩壊

や亀裂の発達 した露 出風化岩 が崩落す る

現象 が生 じ、極 めて接近 した人家 に被害
テ″与える^

平成5年 7月

7月 16Π ～同17日 の集中霞雨で地す‐Sり
が

発生。 (I～Ⅳプロック)

○民家の柱が傾き、宅地周辺のコンク

リー トが大きく破損。
○民家に面した急斜面部では、押し出し

による表層崩壊が各所で生じ、その一

部が民家に流出したり、末端斜面が屋
ホIき にI多十る整の雑葺テ″オEム

7月 16～ 18日

109.5

7月 17日

93.0

平成30年7月 ■30,7月 西日本豪雨
7月 8～ 6日

360.0

7月 5日

318.0

令和元年8月 Rl.8月 前線降雨
8月 24～30日

479,0

8月 27日

352 0

木浦原地区地すべり(平成30年7月 )

最大24時間雨量318mm

高野地区地すべり(令和元年8月 )

最大24時間雨量352mm、

近年でも日雨量190mmを超す豪雨による共害が発生してい
るが、大屋地区においては整備が行われて以降地すべりに
よる被害は発生していないため、社会的な損失は抑制されて
いる。                        7

O改善措置の必要性

◆ 当事業は、地すべり対策を目的としている。集水井日横ボーリングによる抑制工及びアンカーエロ

杭打工による抑止工により地すべり変動は沈静化しており、当面の改善措置は必要ない。

0今後の事後評価の必要性

◆ 事業目的に見合つた効果の発現が確認されており、さらなる事後評価の必要はない。

O同種事業の計画・調査のあり方等

8

7.対応方針 (原案 )

◆ 同種事業においては、適切な事業管理に努め、事業効果が早期に発現されるよう早期完成に努
める。


